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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】転写時の作業性及びトップコート層のリコート
性に優れた転写シートを提供する。
【解決手段】転写シート１は、離型性支持体１０と、剥
離層２０と、装飾層３０と、粘着剤層４０と、がこの順
に積層され、剥離層２０は、塩化ビニル－酢酸ビニル共
重合体と、ポリエステル樹脂と、を含有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　離型性支持体と、剥離層と、装飾層と、粘着剤層と、がこの順に積層され、
　前記剥離層は、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体と、ポリエステル樹脂と、を含有する
転写シート。
【請求項２】
　請求項１に記載の転写シートであって、
　前記剥離層は、前記塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体１００質量部に対して、前記ポリ
エステル樹脂が０．２～０．４質量部混合されている転写シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被転写基材の表面に意匠性を付与する転写シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建築物、家具、建具、造作部材等の表面化粧の手段として、各種の図柄が印刷さ
れた転写シートを、被転写体となる石材、木材、コンクリート、金属等の被転写基材に転
写することが行われている。例えば、天然の木材と同じ木目調の図柄が印刷された転写シ
ートを、被転写基材に転写することにより、天然の木材と同じ意匠を有する化粧材を得る
ことができる。
【０００３】
　特に、用途が扉材、窓枠、窓硝子、簀の子、デッキチェア等の屋外家具類、屋外広告板
、車輛外装等の野外に設置される各種外装材の場合、転写シートは、耐候性に優れること
が望ましい。転写シートの耐候性を向上させるために、剥離層の樹脂として、アクリル系
樹脂を主体とした仕様のものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－２０５５９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の転写シートにおいて、感熱型の接着剤層を用いたものは、被転写基材への転写に
加熱が必要であり、被転写基材及び転写装置のサイズによっては、作業性が悪くなるとい
う課題があった。
　また、被転写基材に転写した後の転写層においては、最表層となる剥離層を保護層とし
て用いる場合が多いが、更に保護性能を付与したい場合或いは表面の耐摩耗性、耐汚染性
等の諸物性を向上させたい場合には、剥離層の表面にトップコート層が形成される。その
ため、トップコート層となる塗料のリコート性をより向上させることが求められている。
【０００６】
　本発明の目的は、転写時の作業性及びトップコート層のリコート性に優れた転写シート
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、以下のような解決手段により前記課題を解決する。なお、理解を容易にする
ために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるもので
はない。また、符号を付して説明した構成は、適宜改良してもよく、また、少なくとも一
部を他の構成物に代替してもよい。
【０００８】
　第１の発明は、離型性支持体（１０）と、剥離層（２０）と、装飾層（３０）と、粘着
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剤層（４０）と、がこの順に積層され、前記剥離層は、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体
と、ポリエステル樹脂と、を含有する転写シート（１）である。
【０００９】
　第２の発明は、第１の発明の転写シートであって、前記剥離層は、前記塩化ビニル－酢
酸ビニル共重合体１００質量部に対して、前記ポリエステル樹脂が０．２～０．４質量部
混合されている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、転写時の作業性及びトップコート層のリコート性に優れた転写シート
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態の転写シート１の断面図である。
【図２】化粧材１００の製造方法を説明する断面図である。
【図３】化粧材１００の製造方法を説明する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、図１を含め、以下
に示す各図は、模式的に示した図であり、各部の大きさ、形状は、理解を容易にするため
、適宜に誇張している。
　本明細書中に記載する各部材の寸法等の数値及び材料名等は、実施形態としての一例で
あり、これに限定されるものではなく、適宜に選択して使用してよい。
【００１３】
　図１は、本実施形態の転写シート１の断面図である。転写シート１は、図１に示す形態
で保管したり、搬送したりすることができる。
　図１に示すように、転写シート１は、離型性支持体１０、剥離層２０、装飾層３０、粘
着剤層４０及び剥離フィルム５０を備える。
【００１４】
　本実施形態における転写シート１は、後述する転写層に対して離型性を有する離型性支
持体１０として、可撓性で薄膜のフィルムを採用する。この離型性支持体１０上に、剥離
層２０、装飾層３０及び粘着剤層４０からなる転写層（積層体）、更に粘着剤層４０に対
して離型性を有する剥離フィルム５０が、この順に積層されている。なお、本発明におけ
る「この順に積層」とは、直接積層のみならず、間接的な積層も含む意味であり、例えば
、離型性支持体１０と剥離層２０との間に、他の層があっても許容する意味である。
【００１５】
＜離型性支持体１０＞
　離型性支持体１０は、装飾層３０を支持するフィルムである。離型性支持体１０は、剥
離層等を含む転写層に対して離型性を有し、転写シート１が被転写基材６０（後述）に転
写された後、剥離層２０との界面から離型される。離型性支持体１０としては、例えば、
ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンアフタレート、ポリブチレンテレフタレート
等のポリエステル系樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオレフィン系樹脂、ポ
リカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）等のセルロ
ース系樹脂等ならなるフィルムが挙げられる。このうち、強度及び柔軟性に優れる点で、
２軸延伸ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムが好ましい。なお、離型性支持
体１０における剥離層２０側の表面には、従来公知の離型層が形成されていてもよく、離
型処理が施されていてもよい。
　離型性支持体１０の膜厚は、好ましくは１０μｍ以上１００μｍ以下であり、より好ま
しくは２０μｍ以上６０μｍ以下である。
【００１６】
＜剥離層２０＞
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　剥離層２０は、転写シート１から離型性支持体１０の剥離を容易にするために積層され
る層である。剥離層２０は、転写シート１が被転写基材６０に転写され、離型性支持体１
０が剥離された後、転写シート１の最も外側の層として残存する。その剥離層２０の表面
には、例えば、トップコート層７０（後述）が形成される。
【００１７】
　剥離層２０は、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体と、ポリエステル樹脂と、を含有する
。
　塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体としては、溶剤（再）可溶性であれば、とくに限定さ
れない。
【００１８】
　ポリエステル樹脂としては、特に限定されるものではなく、例えば、アルコール成分と
カルボン酸成分とを重縮合させて得られる構成単位を少なくとも含むポリエステル系樹脂
が挙げられる。また、上記ポリエステル系樹脂以外に、実質的にその特性を損なわない程
度に変性されたポリエステル系樹脂を含む。
【００１９】
　変性されたポリエステル系樹脂としては、例えば、ポリエステル系樹脂がウレタン結合
で変性されたウレタン変性ポリエステル系樹脂、ポリエステル系樹脂がエポキシ結合で変
性されたエポキシ変性ポリエステル系樹脂、ポリエステル系樹脂セグメント（Ａ）とビニ
ル系樹脂セグメント（Ｂ）とを含む複合樹脂（ＨＢ）等が挙げられる。なお、ポリエステ
ル樹脂の市販品としては、例えば、バイロンシリーズ（東洋紡社製）等を好適に用いるこ
とができる。
【００２０】
　剥離層２０における、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体とポリエステル樹脂との配合比
は、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体１００質量部に対して、ポリエステル樹脂が０．２
～０．４質量部混合させることが好ましい。
　剥離層２０は、溶剤等に希釈後、従来公知の塗布方法にて塗布乾燥することにより形成
できる。剥離層２０の層厚（ｄｒｙ）は、好ましくは１μｍ以上２μｍ以下程度である。
【００２１】
　本実施形態においては、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体に混合されたポリエステル樹
脂により、離型性支持体１０と剥離層２０との間の剥離強度は、後述する剥離フィルム５
０と粘着剤層４０との間の剥離強度よりも大きくなる。これにより、転写シート１から剥
離フィルム５０を剥離したときに、離型性支持体１０に残るべき転写層が剥離フィルム５
０側に移行してしまう、いわゆる「泣き別れ」と呼ばれる現象（以下、「不良剥離」とも
いう）を抑制できる。
【００２２】
　また、剥離層２０を構成する樹脂組成物には、紫外線による劣化を抑制するための耐候
剤として、例えば、光安定化剤を添加してもよい。
　光安定化剤としては、紫外線吸収剤又はラジカル捕捉剤が用いられる。また、光安定化
剤として、両者を併用或いは混合して用いてもよい。
【００２３】
　紫外線吸収剤としては、例えば、２－（２´－ヒドロキシ－３´，５´－ジ－ｔｅｒｔ
－ブチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２´－ヒドロキシ－３´，
－ｔｅｒｔ－ブチル５´－メチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２
´－ヒドロキシ－３´－ｔｅｒｔ－アミルー－５´－イソブチルフェニル）－５－クロロ
ベンゾトリアゾール、２－（２´－ヒドロキシ－３´－イソブチルフェニル－５´－メチ
ルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２´－ヒドロキシ－３´－イソブ
チルフェニル－５´－プロピルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール等の２´－ヒ
ドロキシフェニル－５－、クロロベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤類、２－（２´－ヒ
ドロキシ－３´，５´－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２
´－ヒドロキシ－５´－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール等の２´－ヒドロキシフェ
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ニルベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤類、２，２´－ジヒドロキシ－４－メトキシベン
ゾフェノン、２，２´－ジヒドロキシ－４，４´－ジメトキシベンゾフェノン、２，２´
，４，４´－テトラヒドロキシベンゾフェノン等の２，２´－ジヒドロキシベンゾフェノ
ン系紫外線吸収剤類、２－ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２，４－ジヒド
ロキシベンゾフェノン等の２－ヒドロキシベンゾフェノン系紫外線吸収剤類、フェニルサ
リチレート等のサリチル酸エステル系紫外線吸収剤類、或いは粒径１μｍ以下の酸化亜鉛
、酸化鉄等の無機系の化合物が挙げられる。
【００２４】
　ラジカル捕捉剤としては、例えば、４－ベンゾイルオキシ－２，２，６，６－テトラメ
チルピペリジン、１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジニル（メタ）アクリ
レート、ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１
，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１－オクチルオ
シキ－２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジニル)セバケート、ビス（１，２，
２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジニル）セバケート、メチル（１，２，２，６，
６－ペンタメチル－４－ピペリジニル）セバケート、２，４－ビス［Ｎ－ブチル－Ｎ－（
１－シクロヘキシルオキシ－２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジニル）アミノ
］－６－（２－ヒドロキシエチルアミン）－１，３，５－トリアジン）、テトラキス（１
，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）－１，２，３，４－ブタンテトラカ
ルボキシレート、ビス－（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）－２－
（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－ベンジル）－２－ｎ－ブチルマロネート等
が挙げられる。これらの中でも、ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル
）セバケート、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケート
、ビス（１－オクチルオシキ－２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジニル)セバ
ケート、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジニル）セバケート、メ
チル（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジニル）セバケート等のデカン二
酸（セバシン酸）由来のヒンダードアミン系光安定剤が挙げられる。
　更に、耐候性（特に耐光性）を向上させるためには、上記紫外線吸収剤等に加えて、ラ
ジカル捕捉剤として、ヒンダードアミン系の光安定剤を０．３～２重量％、より好ましく
は０．３～０．５質量％添加すると良い。
【００２５】
＜装飾層３０＞
　装飾層３０は、転写シート１の図柄（意匠）が形成される図柄層である。装飾層３０を
構成する樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂、
アクリル－（塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体）樹脂等が挙げられる。また、装飾層３０
には、着色顔料、着色染料等が添加される。装飾層３０の層厚（ｄｒｙ）は、約５μｍ程
度である。
【００２６】
　また、図示していないが、装飾層３０の粘着剤層４０側に、印刷コート層を積層しても
よい。印刷コート層は、転写シート１を被転写基材６０に転写した際に、被転写基材６０
の表面（下地）を見えにくくするための隠蔽層として機能する。この印刷コート層は、装
飾層３０の全面を覆うように形成され、例えば、白色、グレー、茶色等に着色される。
【００２７】
　また、図示していないが、装飾層３０と粘着剤層４０との間に、クリア樹脂層を積層し
てもよい。クリア樹脂層は、装飾層３０に亀裂が発生するのを抑制する亀裂抑制層として
機能する。クリア樹脂層を構成する樹脂としては、例えば、アクリル－（塩化ビニル－酢
酸ビニル共重合体）樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂等が挙げられる。
【００２８】
　クリア樹脂層として使用可能な材料は、ガラス転移温度（Ｔｇ）が常温以上であること
が好ましい。また、クリア樹脂層のガラス転移温度は、装飾層３０のガラス転移温度より
低く、接合層のガラス転移温度より高く、ほぼ両者の中間にあることが好ましい。各層の
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粘弾性が変化す変形する際、この関係にあれば変形による応力を吸収しやすい。クリア樹
脂層のガラス転移温度が常温よりも低いと、寒暖の変化によりクリア樹脂層自体が変形し
てしまい、その変形が装飾層３０に応力として作用して、装飾層３０に亀裂を生じさせる
おそれがあるためである。
　クリア樹脂層の層厚（ｄｒｙ）は、１μｍ以上が好ましい。
【００２９】
＜粘着剤層４０＞
　粘着剤層４０は、転写シート１を被転写基材６０に転写する際に、転写シート１と被転
写基材６０とを接着し、両者を接合する層である。本実施形態の粘着剤層４０は、粘着剤
組成物の硬化物からなる。粘着剤組成物は、主剤としてのアクリル系粘着剤と、イソシア
ネート系硬化剤と、を含有する。
　粘着剤層４０の層厚は、１０μｍ以上５０μｍ以下であることが好ましく、１５μｍ以
上３０μｍ以下であることがより好ましい。
【００３０】
［アクリル系粘着剤］
　好ましいアクリル系粘着剤としては、例えば、アクリル酸エステルと他の単量体とを共
重合させたアクリル酸エステル共重合体が挙げられる。アクリル酸エステルとしては、例
えば、アクリル酸エチル、アクリル酸－ｎ－ブチル、アクリル酸－２－エチルヘキシル、
アクリル酸イソオクチル、アクリル酸イソノニル、アクリル酸ヒドロキシルエチル、アク
リル酸プロピレングリコール、アクリルアミド、アクリル酸グリシジル等が挙げられる。
これらは、単独又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００３１】
　他の単量体としては、例えば、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、スチレン、ア
クリロニトリル、酢酸ビニル、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、アクリル酸ヒド
ロキシルエチル、メタクリル酸ヒドロキシルエチル、アクリル酸プロピレングリコール、
アクリルアミド、メタクリルアミド、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル、
メタクリル酸ジメチルアミノエチル、メタクリル酸－ｔｅｒｔ－ブチルアミノエチル、メ
タクリル酸－ｎ－エチルヘキシル等が挙げられる。これらは、単独又は２種以上を組み合
わせて用いることができる。
　なお、上記アクリル系粘着剤の市販品としては、例えば、ニッセツ（日本カーバイド社
製）、ＳＫダイン（綜研化学社製）等を好適に用いることができる。
【００３２】
［イソシアネート系硬化剤］
　粘着剤組成物は、イソシアネート系硬化剤を含有する。イソシアネート系硬化剤は、転
写シート１を被転写基材６０に転写する際の粘着性を得るために添加される。アクリル系
粘着剤は、水酸基を有するため、イソシアネート系硬化剤を用いることにより、更に部分
架橋を向上させることができ、粘着剤層４０となったときに、内部破壊がなく適度な貯蔵
弾性率を得られる。
【００３３】
　イソシアネート系硬化剤としては、例えば、ポリイソシアネート化合物、ポリイソシア
ネート化合物の３量体、ポリイソシアネート化合物とポリオール化合物とを反応させて得
られるイソシアネート基を末端に有するウレタンプレポリマー、このウレタンプレポリマ
ーの３量体等が挙げられる。
【００３４】
　ポリイソシアネート化合物としては、例えば、２，４－トリレンジイソシアネート、２
，５－トリレンジイソシアネート、１，３－キシリレンジイソシアネート、１，４－キシ
リレンジイソシアネート、ジフェニルメタン－４，４′－ジイソシアネート、３－メチル
ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイ
ソシアネート、ジシクロヘキシルメタン－４，４′－ジイソシアネート、ジシクロヘキシ
ルメタン－２，４′－ジイソシアネート、リジンイソシアネート等が挙げられる。
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　粘着剤層４０における上記イソシアネート系硬化剤の含有量は、ゲル分率５０％となる
ように設定される。
【００３５】
＜剥離フィルム５０＞
　剥離フィルム５０は、転写シート１を被転写基材６０に転写する際に、転写シート１か
ら剥離されるフィルムである。剥離フィルム５０としては、離型処理がなされたフィルム
、例えば、シリコン離型タイプのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等が挙げられる
。
　剥離フィルム５０の厚さは、１０μｍ以上１００μｍ以下が好ましく、２０μｍ以上６
０μｍ以下がより好ましい。
【００３６】
（化粧材１００の製造方法）
　次に、化粧材１００の製造方法について説明する。
　図２及び図３は、それぞれ化粧材１００の製造方法を説明する断面図である。
【００３７】
　まず、図２（Ａ）に示すように、転写シート１から剥離フィルム５０を剥離する。転写
シート１から剥離フィルム５０を剥離することにより、粘着剤層４０において装飾層３０
と反対側の面（粘着面）が露出する。前述したように、本実施形態の剥離層２０は、塩化
ビニル－酢酸ビニル共重合体にポリエステル樹脂が混在しているので、離型性支持体１０
と剥離層２０との間の剥離強度は、剥離フィルム５０と粘着剤層４０との間の剥離強度よ
りも大きくなる。そのため、本実施形態の転写シート１は、転写シート１から剥離フィル
ム５０を剥離したときに、転写層が剥離フィルム５０側に移行してしまう不良剥離を抑制
できる。
【００３８】
　次に、図２（Ｂ）に示すように、剥離フィルム５０を剥離した転写シート１を、被転写
基材６０に転写する。転写シート１の被転写基材６０への転写は、例えば、ロール・ツゥ
・ロール、ロール・ツゥ・シート等の形態により連続して行うことができる。ここで、「
ロール・ツゥ・ロール」とは、帯状の転写シート１をロールから引き出して平板状の被転
写体（後述する被転写基材本体６１）に供給し、転写層を被転写体上に転写した後、転写
層を離型後の帯状の離型性支持体（離型性支持体１０）を、再度ロールに巻き取る加工形
態を言う。また、「ロール・ツゥ・シート」とは、帯状の転写シート１をロールから引き
出して平板状の被転写体に供給し、転写層を被転写体上に転写する前後において、転写シ
ート１を概ね被転写体一枚分の寸法に切断して枚葉化し、転写層を離型後の枚葉の離型性
支持体を、一枚毎に除去（廃棄）する加工形態を言う。また、転写シート１を手作業によ
り被転写基材６０に転写し、その後、ヘラ等により押圧して、被転写基材６０の表面に均
一に密着させてもよい。本実施形態の転写シート１は、被転写基材６０に常温で転写する
ことができる。
【００３９】
　被転写基材６０は、被転写基材本体６１と、シーラー層６２と、を備える。
　被転写基材本体６１は、転写シート１が転写される被転写体である。被転写基材本体６
１としては、例えば、無機材、木材、樹脂、布絹等の材料ならなる板、壁等が挙げられる
。このうち、無機材としては、例えば、石材、コンクリート、ガラス、金属等が挙げられ
る。また、被転写基材本体６１は、無機材ならなる陶磁器等の焼き物（窯業系焼成物）で
あってもよい。
【００４０】
　シーラー層６２は、被転写基材本体６１の表面を滑らかにして、被転写基材本体６１と
転写シート１との密着性を高めるための下塗り層である。被転写基材本体６１の表面（被
転写面）の平滑性が十分な場合、シーラー層６２は、省略される。
　なお、被転写基材６０の形状としては、例えば、板、シート、フィルム、各種立体形状
（円柱、多角柱等）等、用途に応じて適宜の形状のものが選定される。被転写基材６０の
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一般的な形状としては、平板状のものが広く用いられる。
【００４１】
　次に、図３（Ｃ）に示すように、被転写基材６０に転写された転写シート１から離型性
支持体１０を剥離する。転写シート１から離型性支持体１０を剥離することにより、被転
写基材６０への転写シート１の転写が完了する。また、転写シート１から離型性支持体１
０を剥離することにより、剥離層２０の装飾層３０とは反対側の面が露出する。図３（Ｃ
）において、転写シート１の粘着剤層４０と被転写基材６０とは、強い粘着力で接合され
ているため、転写シート１から離型性支持体１０を剥離した際に、転写層が被転写基材６
０から剥離することはない。
【００４２】
　次に、図３（Ｄ）に示すように、剥離層２０の露出した面の上に、トップコート層７０
を形成する。トップコート層７０は、仕上げ剤として、化粧材１００の表面に色彩、光沢
等を付与するための層である。また、トップコート層７０を形成することにより、化粧材
１００に耐候性、耐汚染性を付与することもできる。トップコート層７０としては、例え
ば、アクリル樹脂、珪素系樹脂、フッ素樹脂、ウレタン樹脂等が挙げられる。
　トップコート層７０の厚さについては、特に限定されないが、好ましくは５μｍ以上１
０００μｍ以下、より好ましくは１０μｍ以上３００μｍ以下である。
　以上の工程を経ることにより、被転写基材６０に転写シート１が転写された化粧材１０
０を得ることができる。
【実施例】
【００４３】
　次に、実施例及び比較例を示して、本発明を更に詳細に説明する。但し、本発明は、以
下の実施例に何ら限定されるものではない。
（実施例１）
　離型性支持体１０として、２６μｍ厚のＰＥＴフィルム（「ダイアホイル」　三菱樹脂
株式会社製）を用意した。次に、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂組成物（「ＵＶＣ
５」　昭和インク工業株式会社製）とポリエステル樹脂組成物（「皮膜補強材」　昭和イ
ンク工業株式会社製）を、樹脂の質量比で１００：０．２となるように混合したインキを
用意した。このインキを、離型性支持体１０（ＰＥＴフィルム）の一方の面に塗布して、
膜厚（ｄｒｙ）１μｍの剥離層２０を形成した。この剥離層２０上に、アクリル樹脂組成
物と着色顔料からなるグラビアインキ（「ＢＣ耐熱」　昭和インク工業株式会社製）によ
り複数回の印刷を行い、図１に示すような装飾層３０を形成した。
【００４４】
　一方、剥離フィルム５０として、２５μｍ厚のＰＥＴセパレータ（「トークロ離型フィ
ルム」　東洋クロス株式会社製）を用意した。この剥離フィルム５０の上に、アクリル酸
エステル樹脂（「ニッセツ」　日本カーバイド工業社製）からなる粘着剤層を、膜厚（ｄ
ｒｙ）２０μｍとなるようにコーティングし、乾燥させることにより、図１に示すような
粘着剤層４０を形成した。
【００４５】
　そして、離型性支持体１０側の装飾層３０と、剥離フィルム５０（ＰＥＴセパレータ）
側の粘着剤層４０とを貼り合わせた後、３日間、４０℃で加温養生することにより、実施
例１の転写シートを得た。なお、以下に示す実施例２及び比較例１～３の層構成は、上述
した実施例１と同じである。
【００４６】
（実施例２）
　剥離層２０として、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂組成物とポリエステル樹脂組
成物を１００：０．４で混合したインキを用いた以外は、実施例１と同じ材料、条件で実
施例２の転写シートを得た。
【００４７】
（比較例１）
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　剥離層２０として、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂組成物とポリエステル樹脂組
成物を１００：０．１で混合したインキを用いた以外は、実施例１と同じ材料、条件で比
較例１の転写シートを得た。
【００４８】
（比較例２）
　剥離層２０として、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂組成物とポリエステル樹脂組
成物を１００：０．５で混合したインキを用いた以外は、実施例１と同じ材料、条件で比
較例１の転写シートを得た。
【００４９】
（比較例３）
　剥離層２０として、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂組成物の代わりに、アクリル
樹脂組成物（「４６－７」　昭和インク工業株式会社製）を用いた以外は、実施例１と同
じ材料、条件で比較例３の転写シートを得た。
【００５０】
　上記実施例１，２及び比較例１～３の転写シートを、１ｍｍ厚のアルミニウム板（被転
写基材６０）に転写し、試料となる化粧材を得た。そして、それぞれの化粧材について、
転写前の不良剥離、転写時の転写性及び転写後のリコート性について評価を行った。
【００５１】
　不良剥離は、転写シートから剥離フィルム５０（ＰＥＴセパレータ）を剥離したときに
、転写層が剥離フィルム５０側に移行したか否かを検証するための試験項目である。転写
シートから剥離フィルム５０を剥離したときに、転写層が剥離フィルム５０側にすべて移
行した場合を「×」とし、転写層の一部が剥離フィルム５０側に移行した場合を「△」と
した。また、転写シートから剥離フィルム５０を剥離したときに、転写層が剥離フィルム
５０側に移行しない場合を「○」とした。
【００５２】
　転写性は、転写シートをアルミニウム板に貼り付けた後、転写シートから離型性支持体
１０をきれいに剥離できるか否かを検証するための試験項目である。転写シートから離型
性支持体１０を剥離した際に、離型性支持体１０を剥離できない又は離型性支持体１０の
一部に転写層が残る場合を「×」とし、離型性支持体１０に転写層がほぼ残ることなしに
剥離できた場合を「○」とした。
【００５３】
　リコート性は、剥離層２０の表面に形成されるトップコート層７０の密着性を検証する
ための試験項目である。ここでは、紫外線硬化樹脂組成物（「Ｍ３０５」　東亜合成社製
）１００質量部に対して、Ｉｒｇａｃｕｒｅ１８４（ＢＡＳＦ社製）を３質量部となるよ
うに添加した塗料を、膜厚（ｄｒｙ）１０μｍとなるように剥離層２０の表面に形成した
。そして、高圧水銀灯により露光量６００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して硬化させ、ト
ップコート層７０とした。このトップコート層７０と下層の剥離層２０との密着性を、Ｊ
ＩＳ　Ｋ５６００－５－６に準拠したクロスカット法により試験した。トップコート層７
０の剥離（一部残っている場合を含む）が観察された場合を「×」とし、剥離が観察され
なかった場合を「○」とした。
　実施例１，２及び比較例１～３の転写シートについて、上記各試験項目による結果を表
１に示す。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
（評価結果）
　実施例１，２の転写シートは、転写シート１から剥離フィルム５０を剥離したときに、
転写層が剥離フィルム５０側に移行してしまう不良剥離を抑制できることが確認された。
また、実施例１，２の転写シートを有する化粧材は、転写層が残ることなしに転写シート
から離型性支持体１０を剥離できたことが確認された。更に、実施例１，２の転写シート
を有する化粧材は、最表層となる剥離層２０のリコート性に優れていることが確認された
。
【００５６】
　比較例１の転写シートを有する化粧材では、転写性、リコート性については実施例１，
２と同等の結果が得られた。しかし、比較例１の転写シートは、不良剥離が発生している
ことが確認された。これは、比較例１の転写シートでは、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合
体樹脂組成物に対するポリエステル樹脂組成物の配合比が実施例１，２に比べて少ない（
１００：０．１）ため、離型性支持体１０と転写層との間に剥離強度が、剥離フィルム５
０と粘着剤層４０との間の剥離強度よりも小さくなったためと考えられる。
【００５７】
　比較例２の転写シートでは、不良剥離については実施例１，２と同等の結果が得られた
。しかし、比較例２の転写シートを有する化粧材では、転写性において、離型性支持体１
０に転写層が残ることが観察された。また、リコート性において、トップコート層７０の
剥離が観察された。これは、比較例２の転写シートでは、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合
体樹脂組成物に対するポリエステル樹脂組成物の配合比が実施例１，２に比べて多い（１
００：０．５）ため、ポリエステル樹脂組成物の影響により、離型性支持体１０と転写層
との剥離強度（密着）が高くなり過ぎて、離型性支持体１０と転写層との分離が困難とな
ったため、転写性、リコート性が低下したものと考えられる。
【００５８】
　比較例３の転写シートを有する化粧材では、転写性については実施例１，２と同等の結
果が得られた。しかし、比較例３の転写シートは、不良剥離については、転写層の一部が
剥離フィルム５０側に移行したことが観察された。これは、比較例３の転写シートは、剥
離層２０を構成する主な樹脂がアクリル樹脂組成物であるため、塩化ビニル－酢酸ビニル
共重合体樹脂組成物を単体で使用した場合と比べて、離型性支持体１０との間の剥離強度
は大きくなったものの、その程度が不十分であったために不良剥離が発生したものと考え
られる。また、比較例３の転写シートを有する化粧材では、リコート性において、トップ
コート層７０の剥離が観察された。これは、剥離層２０を構成する主な樹脂がアクリル樹
脂組成物であるため、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂組成物と比べて、塗膜形成後
の溶剤可溶性に乏しくなり、リコート性が低下したものと考えられる。
【００５９】
　以上説明したように、実施例１，２の転写シートにおいては、転写シート１から剥離フ
ィルム５０を剥離したときに、転写層が剥離フィルム５０側に移行してしまう不良剥離を
抑制できることが明らかとなった。また、実施例１，２の転写シートを有する化粧材は、
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転写性、トップコート層のリコート性についても優れていることが明らかとなった。
　また、実施例１，２の転写シートは、基材に常温（非加熱）で転写できるので、転写に
加熱が必要な転写シートのように、転写時に加熱装置を備えた転写装置及び加熱工が不要
となる。そのため、実施例１，２の転写シートは、転写時の作業性にも優れている。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明に係る転写シートは、被転写体（基材）に対して優れた意匠性、耐候性を付与す
ることができる。この化粧材は、建築物の壁材（外装材、内装材）、間仕切り、扉、窓枠
、家具、室内装飾品等のほか、自動車、鉄道車両、船舶、航空機等の乗り物の室内用又は
室外（外装）用カバー材、各種標識、屋外広告等のパネル材等にも適用することができる
。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　転写シート
　１０　　離型性支持体
　２０　　剥離層
　３０　　装飾層
　４０　　粘着剤層
　５０　　剥離フィルム
　６０　　被転写基材
　７０　　トップコート層

【図１】 【図２】
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